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第十次四日市市介護保険事業計画・第十一次四日市市高齢者福祉計画策定業務委託 

公募型プロポーザル企画提案書作成要領 

 

本要領は、第十次四日市市介護保険事業計画・第十一次四日市市高齢者福祉計画策定業務委託公募

型プロポーザル企画提案書の作成方法等を取りまとめたものである。 

 

１．企画提案書について 

（１） 企画提案に必要な書類 

  ①提案書  ：添付様式を使用すること。本要領３頁参照。 

  ②参考見積書：本業務の総額の本体価格（税抜）を記載すること。消費税率については１０％と 

して算出し、実施要領に示した委託料総額の範囲内であること。様式は自由で 

あるが、Ａ４サイズとし、各年度内の積算内容がわかる見積内訳書を添付するこ 

と。 

 

  ③企画提案書：仕様書記載事項等を踏まえた上で下表中の項目について記載及び提案を行うこ 

と。なお、企画提案書の作成にあたっては（２）企画提案書作成方法を参照す 

ること。 

１．会社・社員概要 

① 法人における福祉・保健分野での過去 10 年間の実績 ※主担当者の実績が分かるよう印

等をつけること 

② 人員体制（法人の人員構成、当業務の主担当者の社員の氏名・当業務での役割・業務経歴、

主担当者以外の人員の構成等） 

③ 第９期介護保険事業計画策定時における主担当者の在宅生活改善調査・居所変更実態調

査・介護人材実態調査の実績（実施した自治体名を明記すること、またこの３調査のうち

どの調査を実施したのかを明記すること） 

④ 主担当者が本業務と並行して担当する予定の業務（主担当でないものも含む。） 

⑤ 介護保険事業計画・高齢者福祉計画の成果品の例（１種類。写し可。） 

２．本市の地域特性及び介護保険制度の理解に関すること 

① 四日市市ホームページにて公開中の第九次四日市市介護保険事業計画・第十次四日市市高

齢者福祉計画から読み取れる本市の介護保険行政の特長、及び重点課題 

② 四日市市ホームページにて公開中の第九次四日市市介護保険事業計画・第十次四日市市高

齢者福祉計画の進捗管理から読み取れる、本市が解決すべき政策課題とその手段について

の提案 

③ 厚生労働省が現時点で示す介護保険法関連法令の改正案及び社会保障審議会の議論の国

の動向の中から、本市が特に重視すべきと考えること 

３．業務内容に関すること 

① アンケート調査及び計画策定に向けた基礎調査の実施方針、実施手順、実施スケジュール。

また、計画策定の補助の現計画の振り返り、未解決課題の抽出及び各種資料作成の実施方

針、実施手順、実施スケジュール（仕様書等を参考に、令和７年度及び令和８年度の２か

年分作成すること。） 

② 会議等の運営支援業務の実施方針、実施手順、実施スケジュール 
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（２）企画提案書作成方法 

○ 提案課題については、番号及び課題名を明示すること。 

○ 上表の順番通りにまとめること。 

○ 上表の複数の課題をまとめて提案書を作成しても差し支えないが、番号及び課題名で対応する

課題を明示すること。 

○ 提出書類はＡ４サイズで任意の様式とする。 

○ ２穴綴じとし、フラットファイル、バインダーなど、簡易な綴じ方とする。 

○ ホッチキス止め、インデックス、見出し用ページ等による修飾を行わない。 

○ 現計画及び現計画の進捗管理については本市のホームページを参照すること（現計画関連の質

問は受け付けない） 

○ 専門知識を有しないものでも理解できるよう、分かり易い記載に努めること。 

○ 必要に応じて用語解説などを行なうこと。 

 ○「３．業務内容に関すること」の企画提案書については、国等の動向を踏まえ、本市でも実現可

能な実施方針、実施スケジュールを提案すること。 

 

２．提出方法に関すること 

 （１）提出方法 

     一括して持参又は郵送とする。 

 （２）提出部数 

     ８部（正副の区別なし） 

（３）提出期限 

     令和７年７月１１日（金） 午後５時必着 

 （４）提出先 

     四日市市 健康福祉部 介護保険課 

     住 所 〒510-8601 三重県四日市市諏訪町１番５号 

     ＴＥＬ 059-354-8425     ＦＡＸ 059-354-8280 

     メール kaigohoken@city.yokkaichi.mie.jp 

 

３．その他 

 （１）企画提案書の作成、提出など応募に関する費用は、応募者の負担とする。 

 （２）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする。 

（３）提出書類は応募者へ返還しない。提出書類の著作権は、応募者に帰属するが、法令等に基づ

き、応募者の許諾を得た上で公表する場合がある。 

 （４）企画提案書提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更は認めない。ま

た、企画提案書に記載した担当予定者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、

退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の担当者であるとの発注

者の了解を得なければならない。 
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令和 年 月 日 

 

四日市市長 

 

                      住  所 

商号又は名称 

代表者職氏名                            印 

 

提  案  書  

 

 

次の件について、提案書を提出します。  

 

件名：第十次四日市市介護保険事業計画・第十一次四日市市高齢者福祉計画策定業務委託 

 

 

 

連絡担当者  

所属  

氏名  

電話  

ＦＡＸ  

E－mail  

 

 

 

 

添付書類 

□ 参考見積書 

□ 企画提案書 

 

（様式） 


